
（様式３） 情報提供用シート 金ケ崎町 

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 
振興局

名 

担当 

所属名 

反映

区分 

８月３日 １．一般国道

４ 号 の ４

車 線 拡 幅

整 備 に つ

いて 

１  一般国道

４ 号 金 ケ

崎 拡 幅 の

事 業 促 進

について 

○『要望事項』 

 一般国道４号金ケ崎拡幅の事業促進に

向けて、特段のご高配をお願い申し上げ

ます。 

○『要旨』 

 一般国道４号金ケ崎区間の４車線拡幅

整備につきまして、金ケ崎町の念願であ

る金ケ崎拡幅事業が平成 29 年度事業化と

なり、令和元年度から用地買収に着手し、

毎年度、精力的に事業を推進いただいて

おりますことに深く感謝申し上げます。

令和５年度は引き続き餅田橋の道路構造

物設計に着手する予定であるなど、更な

る事業の進捗を期待しております。 

 当町の喫緊の課題である定住対策や地

域の持続的な発展に非常に重要な役割を

果たす金ケ崎拡幅事業の着実な整備促進

を強く求めるものであり、国への働きか

けについて、特段のご高配を賜わります

ようお願い申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 岩手中部（金ケ崎）工業団地は、従来か

らの自動車・半導体・医療品のほか、関連

業となる流通業などの新たな進出が続

き、地方創生を加速させる一大産業拠点

が当町において更なる成長を遂げてい

る。 

◆ しかしながら、当町内における国道４

号の２車線区間では、慢性的な交通渋滞、

 県では、内陸部における物流の円滑化

や地域間の交流・連携を促進し、快適・安

全な生活の確保を図る道路として、一般

国道４号の整備の重要性を認識してお

り、令和６年度政府予算提言・要望におい

て、御要望の金ケ崎拡幅を含む一般国道

４号の整備促進について国に要望してい

ます。 

 金ケ崎拡幅については、令和５年度は

用地買収及び工事を進めると国から聞い

ており、事業推進が図られるよう、引き続

き国へ働きかけていきます。（Ｂ） 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｂ：１ 



特に冬期における降雪による交通障害が

発生しており、物流のボトルネックとな

っている。 

◆ 北上拡幅や水沢東バイパスの事業完成

が見えてきた中、当町内における国道４

号が、ますます物流のボトルネックにな

るのではないかと危惧している。進出企

業や周辺住民からも、渋滞解消に効果的

な４車線化の早期供用開始を望む声が日

に日に大きくなっている。 

◆ 当町にとって国道４号沿線は、これか

らの人口減少社会におけるまちづくりを

考える上で重要となる、「コンパクト＋ネ

ットワーク」の中心市街地を担う多様な

機能が求められている。拡幅事業を機に、

道路インフラ機能の向上、冬期における

降雪による交通障害の解消とともに、当

町が推し進めるＪＲ六原駅における駅前

周辺整備と連携した公共交通の活性化や

民間開発の誘導による賑わい創出など、

国土強靭化に寄与する道路環境整備は、

住民生活の満足度向上につながるあらゆ

る施策と重層的に連携するものである。 

○『期待される効果』 

■ 円滑な物流確保により企業活動を支援 

・ 自動車関連企業等は年々増加傾向にあ

り、道路整備による円滑な物流の確保に

より、企業立地や雇用拡大等の企業活動

を支援 

■ 冬期旅行速度の向上 

・ ４車線化により堆雪幅の確保、低速走

行車両の追い越し可能により、冬期旅行

速度が改善 



・ 冬期旅行速度の改善により、物流にお

ける時間ロスが少なくなり、企業の生産

性向上を支援 

以上のことから、次の事項について、国

へ働きかけていただきますよう、要望いた

します。 

 

１  一般国道４号金ケ崎拡幅の事業促進を

図 ること。 

８月３日 １．一般国道

４ 号 の ４

車 線 拡 幅

整 備 に つ

いて 

２  国の公共

事 業 関 係

費 の 大 幅

な 増 額 に

ついて 

２ 国の公共事業関係費を、平成 21 年度以

前の７～８兆円規模にまで回復させるべ

く大幅な増額を図るとともに、必要かつ

十分な公共事業予算の安定的・持続的な

確保を図ること。 

 近年、国の公共事業関係費（当初予算）

は、６兆円程度で推移していますが、令和

５年度は、令和４年度補正予算で措置さ

れた「防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策」と合わせて、7.4 兆円の

規模となっています。 

 県では、令和６年度政府予算提言・要望

において、地方創生や国土強靱化を推進

するため、国の公共事業関係費の総額を

安定的・持続的に確保するとともに、直轄

事業をはじめ、社会資本整備総合交付金

や防災・安全交付金等県内の公共事業に

係る予算を確保するよう国に要望したと

ころです。 

 県としては、今後も公共事業関係費の

確保について、国に働きかけていきます。

（Ｂ) 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｂ：１ 

８月３日 １．一般国道

４ 号 の ４

車 線 拡 幅

整 備 に つ

いて 

３  災 害 対

３ 「防災・減災・国土強靱化のための５か

年加速化対策」について、必要な予算・財

源を例年以上の規模で確保し、計画的に

事業を推進するとともに、対策期間完了

後においても、昨今の地震・豪雨・豪雪な

どの災害の状況も踏まえた上で、国土強

 県では、令和６年度政府予算提言・要望

において、地方創生や国土強靱化を推進

するため、国の公共事業関係費の安定的・

持続的な確保と併せ、「防災・減災、国土

強靱化のための５か年加速化対策」に係

る必要な予算・財源を別枠で確保すると

県南広

域振興

局 

土木部 Ｂ：１ 



応 に 必 要

と な る 予

算、財源、

資 機 材 の

更 な る 確

保 

靱化に必要な予算・財源を通常予算とは

別枠で確保して、継続的に取り組むこと。

また、激甚化・頻発化する大規模自然災

害時の脅威・危機に即応するための、地

方整備局、河川国道事務所の体制の更な

る充実・強化や災害対応に必要となる資

機材の更なる確保に取り組むこと。 

ともに、５か年加速化対策期間終了後に

おいても、継続的・安定的に切れ目なく対

策を講ずる必要があることから、国土強

靱化実施中期計画を早期に策定し、引き

続き、国土強靱化に必要な予算・財源を別

枠で確保するよう要望したところです。 

 また、自然災害に備えるため、地方整備

局等の体制を充実・強化するとともに、災

害対応に必要となる資機材を確保するよ

う要望したところです。 

 県としては、今後も公共事業関係費の

確保等について、国に働きかけていきま

す。（Ｂ） 

８月３日 １．一般国道

４ 号 の ４

車 線 拡 幅

整 備 に つ

いて 

４  「重要物

流道路」と

し て 指 定

さ れ た 幹

線 道 路 等

の ネ ッ ト

ワ ー ク に

対 す る 支

援 及 び 予

算 確 保 に

ついて 

４ 地域経済の活性化を図るため、「重要物

流道路」として指定された幹線道路等の

ネットワークについて、地域ニーズに応

じた必要な連携構築、機能強化並びに修

繕・除雪に係る必要かつ十分な予算確保

を行うこと。 

 県では、令和６年度政府予算提言・要望

において、重要物流道路及び代替・補完路

の整備への重点支援、並びに道路等の修

繕及び除雪に必要な予算の確保を国に要

望したところであり、今後とも、様々な機

会を捉えて国に働きかけていきます。

（Ｂ） 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｂ：１ 

８月３日 ２．北上川流

域 に お け

る自動車・

○『要望事項』 

北上川流域における自動車・半導体産

業に対する集中的投資について、特段の

北上川流域においては、自動車・半導体

関連産業を中心に産業集積が一層加速し

ており、今後も更なる集積が見込まれる

県南広

域振興

局 

経営企

画部 

Ｂ：１ 



半 導 体 産

業 に 対 す

る 集 中 的

投 資 に つ

いて 

１ 「地域経

済 牽 引 事

業 の 促 進

に よ る 地

域 の 成 長

発 展 の 基

盤 強 化 に

関 す る 法

律」に係る

重 点 促 進

区域に、農

地 を 編 入

す る 際 の

運 用 を 改

善 す る こ

と 

ご高配をお願い申し上げます。 

○『要旨』 

自動車・半導体産業が集積している北

上川流域に対して、岩手県として集中的

に投資し、本県の更なる産業振興に向け

た基盤強化を進められますよう、特段の

ご高配を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○『現状と課題』 

◆ トヨタのコンパクトカーの製造拠点の

一つである北上川流域は、岩手県におけ

る自動車産業の重要拠点として位置付け

られており、トヨタ自動車東日本㈱岩手

工場では、「新型アクア」「ヤリス」など人

気車種が生産され、今後も新型車の生産

開始が見込まれている。また、㈱デンソ

ー岩手など主要サプライヤーによる大型

投資や地場企業の自動車産業への参入も

着実に進み、本県経済をけん引している。 

◆ また、近年、半導体関連産業において

は、隣接市のキオクシア岩手㈱、東京エ

レクトロンテクノロジーソリューション

ズ㈱が大規模工場棟を建設するほか、関

連企業の進出、設備投資が加速化してい

ること、さらには、今後もクルマの電動

化等に伴う半導体需要の急増が見込まれ

る中、投資意欲が特に旺盛な状況である。 

◆ このような状況下、更なる産業集積の

ためには、「地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法

律」に基づく、農地を含めた最適な土地

利用の調整を図り、その上で、用地造成

及びこれに伴う排水処理設備等のインフ

中、産業用地が不足している状況は、県と

しても認識しているところです。 

産業用地の整備については、市町村の

意向や企業ニーズを把握しながら、市町

村において産業用地整備が円滑に行われ

るよう必要な支援を行っているところで

す。 

農用地域からの除外に当たり、今後、基

準の適合や除外要件などの協議があった

場合は、関係課と調整の上、適切な指導・

助言を行うとともに、農地転用に係る関

係機関との調整が円滑に進むよう支援し

ていきます。 

また、県では国に対して、工業団地等の

整備に係る土地利用などに関する規制緩

和を行うよう要望しているところであ

り、引き続き、国に働きかけていきます。

（Ｂ） 



ラ整備に集中的な投資をし、企業のニー

ズに沿った大規模事業用地の確保が必要

不可欠であると考える。 

◆ 重要物流道路にも指定された町道南花

沢・前野線等（総延長 6,750 メートル）

は、岩手中部（金ケ崎）工業団地へのアク

セス道路であり、大型車の交通量が多い

ほか、近隣市町からの通勤経路（一日約

5,000 台）となっている。本県経済をけん

引している自動車産業の重要拠点である

ことから、道路の維持補修が必要不可欠

であり、その費用負担が課題となってい

る。 

○『期待される効果』 

■ 全国有数のものづくり産業の集積地形

成 

■ 企業経営に優位な産業基盤の強化 

■ 広域的な雇用と税収の確保 

以上のことから、次の事項について要望

いたします。 

１ 「地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律」に係

る重点促進区域に、農地を編入する際の

運用を改善すること。 

８月３日 ２．北上川流

域 に お け

る自動車・

半 導 体 産

業 に 対 す

る 集 中 的

投 資 に つ

いて 

２  大規模事業用地造成及びこれに伴うイ

ンフラ整備・修繕費用に対する補助及び

低利融資制度を創設すること。 

北上川流域においては、自動車・半導体

関連産業を中心に産業集積が一層加速し

ており、今後も更なる集積が見込まれる

中、産業用地が不足している状況は、県と

しても認識しているところです。 

産業用地の整備については、市町村の

意向や企業ニーズを把握しながら、市町

村において産業用地整備が円滑に行われ

県南広

域振興

局 

経営企

画部 

Ｂ：１ 



２  大 規 模

事 業 用 地

造 成 及 び

こ れ に 伴

う イ ン フ

ラ整備・修

繕 費 用 に

対 す る 補

助 及 び 低

利 融 資 制

度 を 創 設

すること 

るよう必要な支援を行っているところで

す。 

県では国に対して、工業団地等の整備

に係る土地利用などに関する規制緩和を

行うよう要望しているところであり、引

き続き、国に働きかけていきます。（Ｂ） 

８月３日 ２．北上川流

域 に お け

る自動車・

半 導 体 産

業 に 対 す

る 集 中 的

投 資 に つ

いて 

３  町 道 南

花沢・前野

線 等 の 県

道 昇 格 及

び 昇 格 ま

で の 維 持

管 理 に 係

る 支 援 を

行うこと 

３ 町道南花沢・前野線等の県道昇格及び

昇格までの維持管理に係る支援を行うこ

と。 

県道昇格については、これまでも市町

村間を結ぶ道路など道路法に規定する認

定要件を具備した路線について、市町村

道と県道との交換も行いながら県道へ昇

格してきたところです。 

要望の路線については、道路法上の認

定要件及び県道と町道とのネットワーク

の在り方や県道として管理する必要性な

どを総合的に判断しながら検討していき

ます。（Ｃ） 

また、県では、令和３年度から効率的な

除雪作業のために、当該路線と県道久田

笹長根線とを路線交換して除雪を行う取

組を実施しているところであり、今後も

引き続きこの取組を継続していきます。

(Ａ） 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｃ：１ 

Ａ：１ 

８月３日 ３．地域バス

交 通 等 支

援 事 業 費

○『要望事項』 

地域バス交通等支援事業費補助金（広

域生活路線維持事業）の拡充及び乗合バ

 地域バス交通等支援事業費補助（広域

生活路線維持事業）について、平均乗車密

度４人以上を要件としているのは、利用

県南広

域振興

局 

経営企

画部 

Ｂ：１ 



補助金（広

域 生 活 路

線 維 持 事

業）の拡充

及び県、関

係 市 町 村

の 協 力 支

援 体 制 の

構 築 に つ

いて 

１  地 域 バ

ス 交 通 等

支 援 事 業

費 補 助 金

（ 広 域 生

活 路 線 維

持事業）の

上 限 額 を

引 き 上 げ

る と と も

に、平均乗

車 密 度 の

要 件 を 緩

和 す る 補

助 金 制 度

の 拡 充 す

ること 

 

 

ス事業者への財政的支援に係る国への働

きかけ並びに県、関係市町村の協力支援

体制の構築について、特段のご高配をお

願い申し上げます。 

○『要旨』 

複数の市町村にまたがる広域生活路線

は、通勤、通学、通院など住民の身近なバ

スであると同時に、隣接する市町村を結

び、医療機関や教育機関などを相互に補

完する地域住民の貴重な足となっていま

すが、利用者の減少や乗務員不足で路線

を維持することが非常に困難な状況にあ

ります。  今後も広域生活路線が維持・

確保されるよう、特段のご高配を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 広域生活路線は、通勤、通学、通院など

住民の身近なバスであると同時に、隣接

する市町村を結び、医療機関や教育機関

などを相互に補完する地域住民の貴重な

足である。 

◆ 一方で、新型コロナウイルス感染症の

影響による路線バス利用者の減少や燃料

費の高騰により、乗合バス事業者の経営

が悪化している。また、乗務員の不足も

深刻化し、乗合バス事業者の自助努力だ

けでは、路線を維持することが非常に困

難な状況にある。 

◆ 広域生活路線については、乗合バス事

業者に対し運行欠損額を補助する地域バ

ス交通等支援事業費補助金（広域生活路

線維持事業）があるが、その上限額は 450

万円で、乗合バス事業者の運行欠損額を

者が少ない場合、乗合バスの運行よりも

効果的な運行手段が考えられるためです

が、これまで、その時々の社会情勢等を踏

まえ、被災地特例や激変緩和措置、新型コ

ロナウイルス感染症に伴う特例といった

要件の緩和を実施してきたところです。 

 令和４年度に、県と市町村で構成する

地域内公共交通構築検討会において、補

助制度の在り方について検討を行ったと

ころであり、その結果を踏まえ、令和５年

度から、国庫・県単補助路線の補助要件を

満たせなくなった路線について、市町村

が子育て・通学・通院のいずれかに資する

代替交通を確保する場合に補助する「人

口減少対策路線確保事業」を創設すると

ともに、県単補助路線のコロナ特例を令

和５年度まで延長したところです。 

 また、令和５年度においても、地域内公

共交通構築検討会において、県単補助の

在り方について検討を行い、県単補助路

線のコロナ特例の継続や、補助路線の廃

止代替交通を確保するまで、廃止時期の

延長に必要となる経費も支援の対象とす

ることとしたところであり、引き続き、そ

の時々の社会情勢を踏まえながら、必要

な支援を検討していきます。（Ｂ） 



下回り、乗合バス事業者の負担が増大し

ている。 

◆ 利用者の減少により、補助対象路線の

大半が補助要件（平均乗車密度４人以上）

を満たしておらず、一時的な特例措置に

よって補助を受けている状況である。 

◆ 令和５年４月には、岩手県交通（株）が

運行する広域生活路線を含めた多くの路

線について、大幅な減便・廃線を伴うダ

イヤ改正が行われた。 

◆ 今後も乗合バス事業者の経営状況によ

り減便や路線の廃線が懸念される中、地

域公共交通の維持確保を図るためには、

乗合バス事業者の将来的な経営計画や路

線維持の方針を確認した上での財政的な

支援が必要であると考える。以上のこと

から、次の事項について要望いたします。 

 

１ 地域バス交通等支援事業費補助金（広域

生活路線維持事業）の上限額を引き上げ

るとともに、平均乗車密度の要件を緩和

する補助金制度の拡充すること。 

８月３日 ３．地域バス

交 通 等 支

援 事 業 費

補助金（広

域 生 活 路

線 維 持 事

業）の拡充

及び県、関

係 市 町 村

の 協 力 支

２  乗合バス事業者の事業継続のための財

政的支援について、国に働き掛けるとと

もに、県が中心となり乗合バス事業者の

将来的な経営計画や路線維持の方針を把

握し、関係市町村と情報共有をした上で、

県及び関係市町村が協力し合って支援し

あう体制の構築について検討すること。 

 県では、国に対し、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大による輸送需要の大幅

な減少の影響に直面している公共交通事

業者等が、安全かつ安定した運行を確保

できるよう、経営上の財政支援を講じる

よう要望しているところです。 

 経営状況については、県もバス路線の

補助を行っている市町村と同様にバス事

業者から情報提供を受けており、引き続

き必要な情報提供を求めていきます。 
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援 体 制 の

構 築 に つ

いて 

２  乗 合 バ

ス 事 業 者

の 事 業 継

続 の た め

の 財 政 的

支 援 に つ

いて、国に

働 き 掛 け

る と と も

に、県が中

心 と な り

乗 合 バ ス

事 業 者 の

将 来 的 な

経 営 計 画

や 路 線 維

持 の 方 針

を把握し、

関 係 市 町

村 と 情 報

共 有 を し

た上で、県

及 び 関 係

市 町 村 が

協 力 し 合

っ て 支 援

し あ う 体

制 の 構 築

に つ い て

検 討 す る

また、バス路線活性化検討会において、路

線ごとの収支状況や今後の見通しについ

て、関係者間で共有してきたところです。 

将来的に路線を維持するかどうかの方針

を求めることは、バス事業者に路線廃止

を容認しているような印象を与えかね

ず、他路線への影響も懸念されるところ

です。 

 一方、住民にとって必要な地域公共交

通を維持するためには、減便や路線廃止

の予定や、そこに至る原因等を事前に把

握しておく必要があることから、バス事

業者に対し、自治体の予算要求時期や地

域住民への周知時間等も踏まえ、早期に

必要な情報提供を行うよう、引き続き求

めていきます。 

加えて、事業者の経営状況や、社会情勢

を踏まえ、引き続き、地域内公共交通構築

検討会において、県と市町村で連携を図

りながら、協調補助である県単補助制度

の在り方をはじめ、乗合バス事業者への

支援の在り方を検討していきます。（Ｂ） 



こと 

８月３日 ４．ＪＲ東北

本 線 の 利

便 性 向 上

について 

１  Ｊ Ｒ 東

北 本 線 利

用 者 の 利

便 性 向 上

のため、北

上 駅 発 着

の 普 通 列

車 を 一 ノ

関 駅 発 着

に 延 伸 す

ること 

○『要旨』 

ＪＲ東北本線利用者の利便性を高める

ため、盛岡駅から北上駅間運行便の延伸

及び交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ」対

応エリアの拡大について、ＪＲ東日本㈱

へ働きかけていただきますよう、特段の

ご高配を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○『現状と課題』 

◆ ＪＲ東北本線は、胆江地域及び両磐地

域における住民生活や経済活動に密接な

関わりを持っている重要な鉄道路線であ

る。当町においては、自動車関連産業を

はじめ、多くの事業所の集積が進む中、

特に自動車・半導体産業では今後も多く

の新規雇用が見込まれており、当町を含

む近隣市町に多くの従業員が居住し、人

口が増加することが期待される。 

◆ ＪＲ東北本線は、これら従業員の通勤

や業務移動として、また、町内外へ通学

する学生や住民の広域移動の貴重な交通

手段であるが、その運転時刻は、朝の時

間帯を除きおおむね１時間以上間隔が空

いている。令和２年３月のダイヤ改正に

より快速アテルイの停車駅が増えたが、

令和５年３月のダイヤ改正により快速ア

テルイが廃止となった。 

◆ また全体として盛岡駅―北上駅間の運

転間隔と比べると盛岡駅―金ケ崎駅間の

運転間隔が長く移動利用に不便な状況が

続いている。 

鉄道路線については、地域の意向をダ

イヤ編成等に反映するとともに、地域の

まちづくりとの連携等を通じ、利用者の

利便性向上と交通結節点としての機能強

化を図ることが重要であると考えていま

す。 

 また、Ｓｕｉｃａの利用エリアについ

ては、盛岡－北上間まで拡大されたとこ

ろであり、六原－前沢間も繋がることで、

利便性が大きく向上すると認識している

ところです。 

 ＪＲ線については、毎年度、市町村等の

ＪＲ線に係る要望を県が取りまとめ、Ｊ

Ｒ東日本盛岡支社に対して運行ダイヤの

見直しやＩＣカード（Ｓｕｉｃａ）の導入

等を要望しており、今後も地域の意向が

運行ダイヤ等に反映されるよう取り組ん

でいきます。（Ｂ） 
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◆ 金ケ崎駅及び六原駅が交通系ＩＣカー

ド「Ｓｕｉｃａ」の利用可能エリアに含

まれていないため、両駅を発着とするＪ

Ｒ東北本線の利用者にとって不便な状況

となっている。 

◆ なお、町では六原駅利用者の増加及び

利便性向上のため、駅前駐車場の整備や

駅周辺の道路改良に取り組んでいる。 

○『期待される効果』 

■ ＪＲ東北本線の利用者の増加 

■ 金ケ崎駅及び六原駅周辺への移住・定

住者の増加 

■ 金ケ崎駅及び六原駅の駅前が活性化 

■ 町内及び町外の事業所へ通勤する従業

員の利便性が向上 

■ 町内及び町外へ通学する学生の利便性

が向上 

■ 国道４号等の通勤時間帯の混雑の緩和 

以上のことから、次の事項について、Ｊ

Ｒ東日本㈱へ働きかけていただきますよう

要望いたします。 

１  ＪＲ東北本線利用者の利便性向上のた

め、北上駅発着の普通列車を一ノ関駅発

着に延伸すること。 

８月３日 ４．ＪＲ東北

本 線 の 利

便 性 向 上

について 

２  金ケ崎駅

及 び 六 原

駅 に て 交

通 系 Ｉ Ｃ

２  金ケ崎駅及び六原駅にて交通系ＩＣカ

ード「Ｓｕｉｃａ」を利用できるように

なること。 

鉄道路線については、地域の意向をダ

イヤ編成等に反映するとともに、地域の

まちづくりとの連携等を通じ、利用者の

利便性向上と交通結節点としての機能強

化を図ることが重要であると考えていま

す。 

 また、Ｓｕｉｃａの利用エリアについ

ては、盛岡－北上間まで拡大されたとこ

県南広
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画部 
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カード「Ｓ

ｕｉｃａ」

を 利 用 で

き る よ う

に な る こ

と 

ろであり、六原－前沢間も繋がることで、

利便性が大きく向上すると認識している

ところです。 

 ＪＲ線については、毎年度、市町村等の

ＪＲ線に係る要望を県が取りまとめ、Ｊ

Ｒ東日本盛岡支社に対して運行ダイヤの

見直しやＩＣカード（Ｓｕｉｃａ）の導入

等を要望しており、今後も地域の意向が

運行ダイヤ等に反映されるよう取り組ん

でいきます。（Ｂ） 

８月３日 ５．地域医療

体 制 の 充

実 に つ い

て 

１  医師の確

保 に つ い

て 

○『要望事項』 

岩手中部・胆江・両磐周産期医療圏で

の妊婦の受入体制の確保、さらには安心

して子育てできるよう小児科医師の確保

について、特段のご高配をお願い申し上

げます。 

○『要旨』 

胆江保健医療圏の妊産婦に安心安全な

出産環境を提供するため、岩手中部・胆

江・両磐周産期医療圏での妊婦の受入体

制の確保、さらには安心して子育てでき

るよう小児科医師の確保について、特段

のご高配を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○『現状と課題』 

◆ 全国的に小児科医師数の減少、さらに

は高齢化に伴い地域医療、保健活動にお

ける小児科医師の確保が困難な状況にあ

り、今後さらに深刻化することが予測さ

れる。 

◆ 胆江保健医療圏には地域周産期母子医

療センター及び分娩医療機関が皆無なた

 医師の確保については、令和２年３月

に「岩手県医師確保計画」を策定し、常勤

医師全般の確保に向けて、関係大学への

派遣要請や即戦力医師の招聘、奨学金養

成医師の配置調整等に積極的に取り組ん

でいるところです。 

 特に、確保が困難な産科及び小児科の

医師については、平成 30 年度からは産科

医等を選択した養成医師が地域周産期母

子医療センター等で勤務に専念できるよ

う配置特例を設けたほか、令和５年度か

らは、市町村医師養成事業に、産科、小児

科、総合診療科に係る７名の地域枠を設

置したところです。これらに加え、産科・

小児科の即戦力医師の招聘等にも引き続

き取り組んでいきます。（Ｂ） 
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め、身近な場所で必要な医療を受けられ

ないことによる妊婦の精神的な負担は増

大しており、岩手県周産期医療情報ネッ

トワークの確実な運用や救急隊員による

妊婦搬送の対応等、適切な周産期医療提

供の充実が課題と考える。 

○『期待される効果』 

■ 妊婦の精神的な負担が軽減され、安心

安全な出産に臨むことができ、その後の

子育て環境が整う。 

以上のことから、次の事項について要望

いたします。 

 

１ 胆江保健医療圏における医師確保を図

ること。特にも小児科医については常勤

医師の確保を図ること。 

８月３日 ５．地域医療

体 制 の 充

実 に つ い

て 

２  医 療 情

報 ネ ッ ト

ワ ー ク の

確 実 な 運

用 や 救 急

隊 員 の 訓

練 等 の 推

進 に つ い

て 

２ 岩手中部・胆江・両磐周産期医療圏で

構築された周産期医療体制を万全とする

ため、官民連動の岩手県周産期医療情報

ネットワークの確実な運用や妊婦を搬送

する救急隊員の訓練等を県主導で図るこ

と。 

 周産期における搬送や患者紹介時の迅

速な医療提供や、ハイリスク妊産婦等へ

の適切な保健指導を行うためには医療機

関同士や市町村との情報連携が重要であ

ることから、周産期医療情報ネットワー

ク「いーはとーぶ」の活用の促進に向けて

取り組んでいきます。 

 また、救急搬送を円滑に行い、受入先の

医療機関で迅速に医療提供するために

は、搬送を行う消防と受入先の医療機関

との連携強化等が必要であることから、

関係機関の参集による、訓練の在り方も

含めて周産期の搬送に係る課題を踏まえ

て協議・検討する場を設けることを検討

しているところであり、より安全な周産
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期医療の充実に向けて取り組んでいきま

す。（Ｂ） 

８月３日 ５．地域医療

体 制 の 充

実 に つ い

て 

３  胆江保健

医 療 圏 外

で 出 産 す

る 妊 婦 に

対 す る 支

援 に つ い

て 

３ 胆江保健医療圏外の医療施設で出産す

る妊婦に対する交通費や宿泊費の支援を

維持するとともに、制度を活用する上で

の利便性の向上を図ること。 

 分娩取扱医療機関の減少を背景に、妊

産婦の通院に係る負担は増大していると

考えられ、この負担軽減が大きな課題と

なっています。 

 このことから、県としては、令和２年度

からハイリスク妊産婦の通院等に要する

経費を市町村と連携して支援する事業を

実施し、令和５年度は対象をハイリスク

妊産婦に限らず全ての妊産婦に拡充して

実施しているところです。 

 制度の継続や利便性の向上について

は、市町村における事業実施状況等を踏

まえながら検討していきます。（Ｂ） 
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８月３日 ６．水田活用

の 直 接 支

払 交 付 金

の 予 算 確

保 に つ い

て 

１  水 田 活

用 の 直 接

支 払 交 付

金 の 予 算

を 十 分 に

確 保 す る

こと 

２  畑 地 化

促 進 事 業

の 継 続 及

び 一 層 の

○『要望事項』 

水田活用の直接支払交付金の予算を十

分に確保いただくとともに、畑地化促進

事業の一層の充実がなされるよう国への

働きかけについて、特段のご高配をお願

い申し上げます。 

○『要旨』 

 国では、令和４年 12 月に食料安全保障

強化政策大綱を定め、その中で国産の麦

や大豆のほか、飼料作物についても活用

の拡大が期待されるとしております。 

 本町では、その大綱を踏まえ、金ケ崎

町農業再生協議会において水田農業の推

進方針を令和５年１月に策定し、需給状

況に応じた主食用米の生産並びに畑作物

及び高収益作物等への作付転換を進めな

がら、営農計画や圃場の状況等に応じて

 県では、国に対して、水田活用の直接支

払交付金について、農業者が安心して転

換作物の生産に取組むことができるよ

う、恒久的な制度にするとともに、必要な

予算を十分に措置するよう要望している

ところです。（Ｂ） 

また、水田の畑地化を支援する畑地化

促進事業について、高収益作物の定着化

に有効であることから、交付単価を維持

した上で、事業を継続するとともに、必要

な予算を十分に措置するよう要望してと

ころであり、引き続き様々な機会をとら

え、国に求めていきます。（Ｂ） 

県南広

域振興

局 

農政部 Ｂ：２ 



充 実 を 図

ること  

畑地化を推進していくこととしておりま

す。 

 全国的にも作付転換と畑地化が推進さ

れていると思われ、国にも多くの要望が

寄せられていることと存じます。 

 水田活用の直接支払交付金、特にも畑

地化促進事業については、主食用米の需

要が減少傾向にある中で積極的な作物転

換を促進するだけでなく、食料自給率及

び国産飼料作物の生産性の向上に大きく

寄与することと期待しております。 

 そのため、水田活用の直接支払交付金

の予算を十分に確保いただくとともに、

畑地化促進事業の一層の充実がなされる

よう国への働きかけについて、特段のご

高配を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○『現状と課題』 

◆ 主食用米の生産については、岩手県農

業再生協議会に示された生産目安を基に

当町における生産目安を設定し、転換作

物として畑作物、高収益作物及び飼料作

物を推進することで需給に応じた生産に

取り組んできた。 

◆ 町内においては、暗渠排水設備を備え

ていない水田も多くあり、転換作物の収

益性を向上させるために明渠等で湿害対

策に取り組んできた生産者が多くいる。 

◆ 当町は、酪農及び肉用牛生産が盛んな

地域であり、これまで耕作者の作物転換

の考えと畜産生産者における飼料の需要

の一致により水田における飼料作物の生

産が進められてきた。 



◆  令和４年３月に策定した金ケ崎町酪

農・肉用牛生産近代化計画書において、

飼料の自給率の向上を目標に掲げてい

る。 

○『期待される効果』 

■ 畑地化促進事業の活用により、土壌改

良や飼料作物を生産しやすい環境への整

備が進み、畑作物、高収益作物及び飼料

作物の生産性が向上することで、食料自

給率及び飼料自給率の向上が図られる。 

 

以上のことから、次の事項について、国

へ働きかけていただきますよう、要望いた

します。 

 

１ 水田活用の直接支払交付金の予算を十

分に確保すること。 

２ 畑地化促進事業の継続及び一層の充実

を図ること。 

８月３日 ７．（仮称）新

金 ケ 崎 大

橋 の 新 設

を は じ め

と し た

「（仮称）

北 上 金 ケ

崎 パ シ フ

ィ ッ ク ル

ート」の整

備 に つ い

て 

１ 「（仮称）

○『要望事項』 

（仮称）新金ケ崎大橋の新設をはじめ

とした「（仮称）北上金ケ崎パシフィック

ルート」の整備について、特段のご高配

をお願い申し上げます。 

○『要旨』 

地域住民の安全性や広域物流ルートの

確保のため、（仮称）新金ケ崎大橋の新設

をはじめとした「（仮称）北上金ケ崎パシ

フィックルート」の整備について、特段

のご高配を賜わりますようお願い申し上

げます。 

○『現状と課題』 

 金ケ崎橋は、奥州江刺地域と金ケ崎町

を結び、生活、産業、経済に重要な役割を

果たしていると認識しています。 

 （仮称）新金ケ崎大橋の整備について

は、早期の事業化は難しい状況ですが、交

通量の推移や公共事業予算の動向等を見

極めながら総合的に判断していきます。

（Ｃ） 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｃ：１ 



新 金 ケ 崎

大橋」の整

備 促 進 に

ついて 

◆ 奥州市江刺と金ケ崎町を結ぶ金ケ崎橋

は、地域に密着した生活路線である県道

江刺金ケ崎線のうち北上川に架かる橋梁

であり、近年、両市町や北上南部工業団

地への自動車関連企業等の立地が進んで

いることから、産業道路としても重要な

機能を持っている。 

◆ 当該路線は、岩手中部（金ケ崎）工業団

地、江刺中核工業団地、北上南部工業団

地に関連する産業及び物流の路線とし

て、金ケ崎町と奥州市江刺、北上市と釜

石港及び大船渡港、さらには秋田港を結

ぶ産業振興・物流支援の重要道路でもあ

る。 

◆ しかし、金ケ崎橋から県道沿い一帯は、

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定

されていることから、拡幅等の整備が制

約され、その東に位置する金ケ崎橋は、

幅員が狭く歩道敷設も構造的にできない

状況で、車両とすれ違う歩行者や自転車

等の通行が常に危険と隣り合わせであ

り、大型車両等の通行ができない状況で

ある。 

◆ また、産業集積の進行に伴い通行車両

が増加し、朝夕の通勤時間帯には交通渋

滞が発生している。 

◆ （仮称）「新金ケ崎大橋」の新設は、産

業振興に寄与し、企業誘致を進める上で

も地域の安全・安心を確保する上でも重

要な整備であり、将来の県南部の産業経

済発展のために必要な道路になると考え

ている。 

◆ 令和５年１月 19 日に北上市、奥州市、



金ケ崎町の３自治体による「北上金ケ崎

パシフィックルート整備促進期成同盟

会」を設立している。 

○『期待される効果』 

■ 物流の充実、拡大による産業振興 

■ 企業立地に伴う雇用の確保 

■ 自動車産業をはじめとする生産性の向

上 

以上のことから、次の事項について要望

いたします。 

１ 地域住民の安全性や工業団地間を結ぶ

連結ルートの確保のため、奥州市江刺と

金ケ崎町を結ぶ一般県道江刺金ケ崎線金

ケ崎橋「（仮称）新金ケ崎大橋」の整備促

進を図ること。 

８月３日 ７．（仮称）新

金 ケ 崎 大

橋 の 新 設

を は じ め

と し た

「（仮称）

北 上 金 ケ

崎 パ シ フ

ィ ッ ク ル

ート」の整

備 に つ い

て 

２  県道 255

号 か ら 国

道 107 号

に 至 る ル

ー ト の 産

２ 県道 255 号、国道 456 号を経由し国道

107 号に至るルートにおいて所要時間短

縮のためのルート短縮や狭小区間の拡幅

等の整備を行い、大型トラックの円滑な

通行環境を確保し、江刺田瀬インターチ

ェンジを経由し釜石港及び大船渡港等ま

での物流を支える産業拠点道路としての

機能向上を図ること。 

 港湾の更なる利用促進や産業振興のた

めには、インターチェンジへのアクセス

向上が重要であると認識しており、東北

横断自動車道釜石花巻間の全線開通後の

物流の変化や周辺の開発動向、要望区間

の交通状況などを見極めながら、北上・金

ケ崎地域から江刺田瀬インターチェンジ

へのアクセスの在り方について検討して

いきます。（Ｃ） 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｃ：１ 



業 拠 点 道

路 と し て

の 機 能 向

上 に つ い

て 

８月３日 ８．県南地域

に お け る

新 た な 工

業 高 校 の

設 置 に つ

いて 

○『要望事項』 

県南地域における新たな工業高校の設

置場所や学科構成などをご検討いただく

ことについて、特段のご高配をお願い申

し上げます。 

○『要旨』 

「新たな県立高等学校再編計画後期計

画」において、水沢工業高校と一関工業

高校の統合により県南地域への大規模な

工業高校が新設されることが示されまし

た。未来を担う子供たちの視点に立ち、

設置場所や学科構成などをご検討いただ

くことについて、特段のご高配を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 自動車等の製造拠点の一つである北上

川流域は、岩手県における自動車産業の

重要拠点として位置づけられており、多

くのものづくり人材が活躍している。 

◆ 自動車や半導体産業等が発展していく

ためには、地場産業を担う優秀な人材を

将来にわたって育成していくことが課題

となっている。 

◆ ２つの歴史ある工業高校が再編される

ことに、地域として不安を抱いていると

ころもある。一方、県教育委員会が掲げ

る「時代に対応した新しい学びの創設も

  令和３年５月に策定した「新たな県立

高等学校再編計画後期計画」では、教育の

質の保証と機会の保障に加え、「生徒の希

望する進路の実現」と「地域や地域産業を

担う人づくり」を基本的な考え方として

おり、地域検討会議等における人材育成

を強く期待する御意見や、少子化の現状

に鑑み生徒にとってより良い教育環境の

整備を望む御意見、及び産業集積の動向

等を踏まえ、地域の産業教育の拠点とな

る専門高校等の整備に向けた統合を行う

こととしているものです。 

 県南地域における工業高校の新設は、

盛岡工業高校、黒沢尻工業高校と並ぶ工

業教育の基幹となる学校の整備を目的と

しており、学校規模の拡大により、現在設

置している学科の特色ある学びを確保す

るとともに、時代に対応したＩＴやＩｏ

Ｔ、ＡＩ等に関連する新しい学びの創設

も検討しながら、工業教育の充実を図る

こととしています。 

 これにより、本県に集積するものづく

り産業等の幅広いニーズへ対応した人材

育成とともに、専門分野の深い学びを希

望する生徒に対し学びの選択肢を確保

し、生徒の多様な進路希望の実現に向け

た対応を図りたいと考えています。 

県南広

域振興

局 

県南教

育事務

所 

Ａ：１ 



検討しながら、産業人材のニーズに幅広

く対応できる工業教育の充実に向けて教

育環境を整備する」という統合校の設置

理念が生かされるのであれば、大いに期

待の持てる計画であり尊重するところで

ある。 

○『期待される効果』 

■ 企業のニーズに即した未来を拓く人材

の育成 

■ ものづくりを目指す子どもの増加以上

のことから、次の事項について要望いた

します。 

１ 新設校の設置については、通学の利便

性の良い場所へ設置すること。 

２ 学科構成については、産業人材のニー

ズに幅広く対応できる構成とし、高度な

専門教育が受けられるよう体制を構築す

ること。 

 また、胆江、両磐の両ブロックから通学

する生徒の利便性の確保という観点も含

めて、立地場所の選定や公共交通機関と

の調整等に向けた検討を進めていきたい

と考えています。 

 今後とも、地域との意見交換を丁寧に

行いながら、地域の産業を支える人材の

育成や、生徒の進路希望を実現できる教

育環境の整備に取り組んでまいります。

（Ａ） 

８月３日 ９．東北横断

自 動 車 道

釜 石 秋 田

線北上 JCT 

江 刺 田 瀬

IC 間直線

化 整 備 に

ついて 

１  東北横断

自 動 車 道

釜 石 秋 田

線北上 JCT 

江 刺 田 瀬

IC 間直線

○『要望事項』 

東北横断自動車道釜石秋田線北上 JCT 

江刺田瀬 IC 間直線化整備について、岩

手県新広域道路交通ビジョン並びに岩手

県新広域道路交通計画（広域道路ネット

ワーク計画）に位置付けるよう、特段の

ご高配をお願い申し上げます。 

○『要旨』 

北上 JCT 江刺田瀬 IC 間直線化の高規

格道路整備促進のため、令和４年度に北

上、大船渡、遠野、釜石、奥州、西和賀、

金ケ崎、住田並びに、秋田県の秋田、横

手、大仙の 11 市町による「東北横断自動

車道釜石秋田線北上 JCT 江刺田瀬 IC 間

 東北横断自動車道釜石秋田線のうち江

刺田瀬ＩＣから花巻ＪＣＴまでの区間

は、現在、暫定２車線となっていますが、

都市計画決定や用地取得は４車線幅で行

われ、一部の構造物は４車線を前提に完

成していることから、今後見込まれる４

車線化事業と要望ルートの関係を整理す

る必要があります。 

 また、県では国道 107 号の整備を進め

てきており、同盟会が考える新たな高規

格道路を整備する必要性や重要性につい

て慎重に検証する必要があることから、

まずは、物流の変化や周辺の開発動向、交

通状況などを注視していきます。（Ｃ） 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｃ：１ 



化 整 備 に

ついて、岩

手 県 新 広

域 道 路 交

通 ビ ジ ョ

ン 並 び に

岩 手 県 新

広 域 道 路

交 通 計 画

（ 広 域 道

路 ネ ッ ト

ワーク）に

位 置 付 け

ること 

整備促進期成同盟会」を設立しておりま

す。今後、事業化に向けて要望活動を展

開するにあたり、岩手県新広域道路交通

ビジョン並びに岩手県新広域道路交通計

画（広域道路ネットワーク計画）に位置

付けるよう、特段の御高配を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 東北横断自動車道釜石秋田線は、平成

31 年３月に全線開通し、太平洋側と日本

海側の人流、物流を担う社会基盤として

の重要性が高まっている。 

◆ 近年、北上市以南の岩手県内陸南部地

域には、北東北３県を配送エリアとした

物流企業の進出が続いているほか、東北

横断自動車道釜石秋田線の沿線地域では

新たな企業立地や工場の増設が続き、企

業活動が一層活性化している。 

◆ しかしながら、現状、当該路線は北上

JCT から花巻 JCT まで大きく迂回するル

ートのため、秋田及び仙台方面から釜石

方面に向かう場合、移動時間のロスが生

じており、釜石港や大船渡港発着のコン

テナ輸送や北上市への救急搬送の大きな

課題となっている。北上 JCT から江刺田

瀬 IC 間を直線的に接続することで、走

行距離が大きく短縮され、円滑な物流ル

ートの確保や救急搬送時間の短縮、広域

観光の拡大などの効果が期待できる。 

○『期待される効果』 

■ 円滑な物流ルートの確保 

■ 救急搬送時間の短縮 

■ 広域観光の拡大 



以上のことから、次の事項について要望

いたします。 

１ 東北横断自動車道釜石秋田線北上 JCT 

江刺田瀬 IC 間直線化整備について、岩

手県新広域道路交通ビジョン並びに岩手

県新広域道路交通計画（広域道路ネット

ワーク）に位置付けること。 

８月３日 10．農業用資

材 等 価 格

高 騰 へ の

対 策 に つ

いて 

○『要望事項』 

動力光熱費及び農業用資材並びに飼料

高騰への対策を講じていただくよう国へ

の働きかけ等について、特段のご高配を

お願い申し上げます。 

○『要旨』 

現在、ロシアによるウクライナ侵攻や

新型コロナウイルス感染症等の影響によ

り、電気料金や原油価格の高騰、為替相

場における円安の影響、国際情勢による

資材の供給量不足及び調達先の切り替え

によるコスト上昇などから農業用資材並

びに飼料の価格が高騰しております。 

 さらに、東北電力では 20％以上の電気

料金値上げを計画しており、今後も物価

の高騰又は高止まりが想定される状況下

で、生産者が将来にわたって安定的な営

農・農地の維持が展望できるよう、動力

光熱費及び農業用資材並びに飼料高騰へ

の対策を講じていただくよう国への働き

かけ等について、特段のご高配を賜わり

ますようお願い申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 原油価格は昨年に比べ下がってきてい

るものの、依然として１バレル 70 ドル以

１  燃料、配合飼料及び肥料の価格高騰

が、農業経営に大きな影響を及ぼして

いることから、国に対して、施設園芸等

燃料価格高騰対策の恒久的な制度化及

び対象品目の拡充や配合飼料価格安定

制度による補てん金の満額交付、肥料

価格高騰対策事業等の事業継続と十分

な予算措置について要望しました。 

  県では、これまで、飼料や肥料等の価

格高騰への支援について、国事業の積

極的な活用を進めるとともに、県独自

に、配合飼料や肥料購入費の価格上昇

分への支援、省エネルギー化に資する

資材購入等への支援を行ってきたとこ

ろです。配合飼料価格は、依然、高止ま

りしていることから、令和５年度一般

会計補正予算（第１号及び第５号）にお

いて、令和５年度各四半期を対象とす

る配合飼料購入費の価格上昇分への補

助に要する経費を措置するとともに、

令和５年度一般会計第５号補正におい

て、新たに農業協同組合等が所有する

農業共同利用施設の省エネルギー化に

資する取組等を支援する経費を措置し

たところです。 

県南広

域振興

局 

農政部 Ｂ：３ 



上で推移しているうえに、東北電力では、

電気料金の 20％以上の値上げを国に申請

しているところである。 

◆ 為替においては、１ドル 130 円台以上

で円安相場が続いているうえに、長期化

する国際情勢の混乱等の影響により輸入

資材の入手が難しくなっており、資材等

価格が高止まりしている。 

◆ 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金

や農業共済の収入保険制度においては、

収入額を基準とした制度となっており、

資材価格高騰に対して十分な対応が出来

ない。 

◆ また、配合飼料価格安定制度のように

価格上昇へ対応する制度や肉用牛肥育経

営安定交付金制度（牛マルキン）のよう

に生産費を考慮した補填制度があるが、

それぞれ補填までに時間を要するほか、

基金を財源としており今後も資材価格が

高騰又は高止まりする場合には、十分な

補填にならないため、経営継続に大きな

影響が生じている。 

◆ 当町においては、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

て、畜産農家に対する電気料金をはじめ

とする動力光熱費支出への支援を行い、

農家の負担軽減を図っているところであ

るが、根本的な解決にはいたっていない。 

◆ このままでは農業経営の継続が困難と

なることが想定され、加えて、離農によ

る耕作放棄地の増加や農業後継者不足が

さらに深刻になることが危惧される状況

にある。 

  また、肥料価格高騰対策について、令

和５年度の春用肥料についても、令和

４年度一般会計補正予算（第７号）で措

置した事業の対象としており、今後も、

飼料や肥料等の価格動向を注視しなが

ら、必要な支援について検討していき

ます。（Ｂ） 

２ 県では、これまで、国に対して、建築

資材価格上昇を踏まえて施設整備関係

補助事業における補助金対象事業費の

上限見直しについて要望し、令和５年

度から見直しされました。今後も農業

用資材等の価格動向を注視しつつ、必

要に応じて、提言・要望していきます。

（Ｂ） 

３ 今般示された国の食料・農業・農村基

本法の検証・見直しに係る「中間取りま

とめ」においては、食料に関する基本的

施策として、「適正な価格形成に向けた

食料システム全体での仕組みの構築、

消費者や事業者等の理解醸成等」が掲

げられているところであり、引き続き、

食料・農業・農村基本法の見直しに向け

た議論を注視しつつ、必要に応じて、提

言・要望を検討していきます。（Ｂ） 

 



○『期待される効果』 

■ 営農が継続されることで、国民へ食料

を安定的に供給できる。 

■ 再生産費を確保することで、将来の営

農に向けた投資を促進できる。 

以上のことから、次の事項について、国

へ働きかけていただくとともに、県独自の

支援策を講じていただきますよう、要望い

たします。 

１ 動力光熱費及び農業用資材並びに飼料

価格高騰により困窮する生産者の生活維

持に向け、持続化給付金のような制度を

創設し十分な支援をすること。また、県

独自支援の拡充・拡大を実施すること。 

２ 物価が高止まりする中でも、農家がス

マート農業機械の導入など生産性の向上

に取り組めるように、時限的に既存補助

金の補助率引き上げを実施すること。 

３ 持続可能な農業により国内自給率及び

自給力の向上を図り、食料安全保障を確

立するため、農畜産物の生産コストの流

通及び販売価格への転嫁と適正な価格形

成に向けた仕組みを構築すること。 

８月３日 11．一般県道

久 田 佐 々

長根（宮殿

笹 長 根 ）

線、いさわ

金 ケ 崎 戦

の 歩 道 整

備 の 促 進

について 

○『要望事項』 

一般県道久田笹長根線、胆沢金ケ崎線

の歩道施設整備について、特段のご高配

をお願い申し上げます。 

○『要旨』 

一般県道久田笹長根線の歩道整備の促

進につきましては、平成 30 年度に六原幼

稚園東側から県道前沢北上線までの０ .

８キロメートル区間の詳細設計が行わ

 要望の区間の一般県道久田笹長根線に

ついては、六原工区として令和４年度か

ら工事に着手したところです。 

 また、一般県道胆沢金ケ崎線について

は、永沢工区として令和元年度から工事

に着手し、令和４年度に工事が完了しま

した。隣接する関田前工区についても、令

和４年度から事業に着手したところで

す。 

県南広

域振興

局 

土木部 Ａ：２ 



１  一 般 県

道 久 田 笹

長 根 線 及

び 胆 沢 金

ケ 崎 線 の

歩 道 整 備

に 係 る 事

業 を 促 進

すること 

れ、令和２年度から当区間の用地測量、

用地補償業務、令和４年度には工事着工

と着実に事業が推進されております。ま

た、一般県道胆沢金ケ崎線の歩道整備に

つきましても、平成 23 年度から事業着手

となり、第１期としまして令和４年度ま

でに春慶交差点から西側に約０．３キロ

メートルの歩道整備が完了したところで

あり、令和４年度から第２期として第１

期工事完了から西側に約１．０キロメー

トルの歩道整備に着手し、令和４年度に

詳細設計が行われ、着実な事業展開を行

っていただいていることに対しまして、

御礼申し上げます。歩行者の安全確保の

ため、当該区間の事業促進及び未整備区

間の早期整備について、特段のご高配を

賜りますようお願い申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 一般国道４号から北上市和賀に至る一

般県道久田笹長根線は、千貫石温泉、北

上市西部の夏油温泉、夏油高原スキー場

をはじめとする豊かな観光資源へのアク

セスとして、また岩手県立農業大学校、

岩手県立花きセンター及び東北横断自動

車道（釜石秋田線）へのアプローチとし

て地域に密着した路線である。 

◆ 一般国道４号から一般国道 397 号線に

至る一般県道胆沢金ケ崎線は、沿線に永

岡小学校、金ケ崎小学校の通学路として、

また沿線町民の通勤、通学等の日常の生

活に必要不可欠な路線である。 

◆ 自動車産業等の振興に伴い、北上金ケ

崎ＩＣや一般県道前沢北上線から岩手中

 今後も、引き続き整備を推進していき

ます。（Ａ：２） 

 



部（金ケ崎）工業団地等に向かう通勤車

両及び物流の大型車両の交通量が急増し

ている。 

◆ 児童・生徒が関係する事故があったこ

とや大型車の交通量が増加しており、地

元住民や保護者などから児童・生徒、高

齢者等の歩行者の安全確保を強く求めら

れている。 

○『期待される効果』 

■ 歩道整備による児童・生徒及び高齢者

等の安全確保 

■ 歩車道分離による安全・安心な生活環

境の整備 

以上のことから、次の事項について要望

いたします。 

１ 一般県道久田笹長根線及び胆沢金ケ崎

線の歩道整備に係る事業を促進するこ

と。 

８月３日 11．一般県道

久 田 笹 長

根 (きゅう

で ん さ さ

な が ね ）

線、胆沢金

ケ 崎 線 の

歩 道 整 備

の 促 進 に

ついて 

２  一 般 県

道 久 田 笹

長 根 線 及

び 胆 沢 金

２ 一般県道久田笹長根線及び胆沢金ケ崎

線の歩道整備に係る未整備区間を解消す

ること。 

 歩道整備については、県内各地から多

くの要望があり、必要性、緊急性等を考慮

しながら整備を進めている状況です。 

 要望の区間については、早期の整備は

難しい状況ですが、交通量の推移や公共

事業予算の動向等を見極めながら総合的

に判断していきます。（Ｃ：２） 

 

県南広

域振興

局 

土木部 Ｃ：２ 



ケ 崎 線 の

歩 道 整 備

に 係 る 未

整 備 区 間

を 解 消 す

ること 

８月３日 12．北上川右

岸 治 水 対

策 事 業 に

ついて 

○『要望事項』 

北上川右岸の無堤防区間解消の早期実

施について、特段のご高配をお願い申し

上げます。 

○『要旨』 

県の支援により、国の平成 21 年度繰越

事業による三ケ尻地区堤防の補強工事が

平成 23 年度に完成したことに対しまし

て、御礼申し上げます。引き続き、無堤防

区間解消の早期実施について、特段のご

高配を賜わりますようお願い申し上げま

す。 

○『現状と課題』 

◆ 本要望個所は、平成 23 年度に堤防の補

強工事が完成した江崎大橋南側から一級

河川宿内川合流地点までの右岸下流約

1,800 メートルのうち、かさ上げが必要

な区間が約 700 メートルであり、更に下

流約 1,100 メートルが無堤防区間である

ことから、平成 14 年及び平成 19 年の大

雨・台風により、田畑に冠水被害を受け

たところである。以上のことから、次の

事項について、国に働きかけていただき

ますよう、要望いたします。１かさ上げ

区間約 700 メートル及び無堤防区間約

1,100 メートルの解消工事を早期に実施

 無堤防区間が多い北上川中流部（紫波

町～奥州市）においては、平成 14 年７月

洪水及び平成 19 年９月洪水に伴い、家屋

の床上浸水等の甚大な被害を受けていま

す。 

 国では、北上川中流部治水対策事業と

して、家屋浸水被害が発生した無堤地区

等の整備を重点的に実施しており、「三ヶ

尻地区」については、洪水被害の状況、今

後の土地利用状況や他地区の整備状況、

流域治水の方向性などを総合的に勘案し

つつ、検討すると聞いています。 

  北上川の治水対策は、県としても重要

な課題であり、整備促進に向け引き続き

国に働きかけていきます。（Ｂ） 
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すること。 

８月３日 13．茅文化継

承 に 向 け

た 支 援 に

ついて 

○『要望事項』 

茅葺屋根文化財の保存修復に必要な茅

の生産地の維持発展に向けて、特段のご

高配をお願い申し上げます。 

○『要旨』 

ふるさと文化財の森に設定（H27 文化

庁）されている県有地である千貫石茅場

を活用し、茅収穫、茅葺技術などの茅文

化継承のため、生産地の維持発展に向け

て、特段のご高配を賜りますようお願い

申し上げます。 

○『現状と課題』 

◆ 平成 27 年３月には、茅葺屋根文化財等

の保存修復材料生産地としての重要性が

認められ、千貫石茅場が文化庁の「ふる

さと文化財の森」に設定され、県有地を

借用して金ケ崎町において毎年茅場の管

理・収穫を実施している。 

◆ 県においては、県有地の無償貸借契約

や県内の茅葺屋根文化財管理者に対して

金ケ崎町産茅の情報を提供いただいてい

る。 

◆ 茅の収穫は 10 月末から降雪までの期

間に限られるほか天候にも左右されるた

め、短期間での収穫を行う必要があるが

作業員の高齢化や収穫作業の機械化が進

展していないため、年々収穫量の確保が

難しくなっている。 

○『期待される効果』 

■ 茅葺屋根文化財等の保存修復材料生産

地の維持 

 現在、国では持続可能な文化財保存の

ための計画（「文化財の匠プロジェクト」）

を策定し、文化財修理に必要な用具・原材

料の長期的な安定供給を図るの仕組み等

について検討がなされているところで

す。今後、茅刈に関する新たな技術等が示

されれば情報を提供していきます。（Ｂ） 

 また、ふるさと文化財の森管理支援事

業によって生産されている金ケ崎町の茅

について、国・県指定文化財建造物はもと

より、市町村指定文化財や未指定文化財

の修理等にも活用できることを市町村担

当者に情報提供します。（Ａ） 

 その際に、文化財修復を行う場合には、

極力県内産の茅を使用した修復を検討す

るよう併せて依頼して、茅刈場の維持を

支援していきます。（Ｂ） 
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■ 国内茅葺屋根文化財の維持・保存・修

復 

以上のことから、次の事項について要望

いたします。 

１ 茅刈作業の機械化に向けた技術協力及

び機械導入に向けた支援を行うこと。 

２ 引き続き、県内文化財の修復には金ケ

崎町産の茅を使用して修復するよう県内

自治体等に対して働きかけを行うこと。 

３ 茅刈場の維持管理について、支援を行

うこと。 

 


